
道路・歩道上に看板・のぼりは置かないで！ 

 

道路や歩道の植栽帯などに店舗などの簡易的な看板や

“のぼり”を置くことは道路法に違反するほか、風雨により

飛ばされたり、倒れたりして歩行者の通行の妨げや交通事

故の原因となり大変危険です。 
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